
第

四

百

三

十

五

号

令

和

五

年

十

月

十

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

四
五
五
ペ
ー
ジ

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

四
五
六

○
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

四
五
六

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

四
五
六

○
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(

同

)

四
五
六

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

四
五
七

○
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
の
指

定

(
同

)

四
五
七

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

四
五
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
い
ど
眼
科

美
濃
加
茂
市
西
町
五
丁
目
四
八
番
地
三

令
和

五
・

八
・
一
〇

看

寿

堂

薬

局

美
濃
加
茂
市
西
町
五
丁
目
四
八
番
地
四

同

い
そ
の
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

不
破
郡
垂
井
町
二
三
五
四
番
一

令
和

五
・

九
・

一

ス
ギ
薬
局

多
治
見
店

多
治
見
市
住
吉
町
一
丁
目
六
番
地
一

同

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

東
濃
厚

生
病
院
店

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
〇
七
八
番
地
の
六

同

た
ん
ぽ
ぽ
薬
局

瑞
浪
店

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
〇
七
七
番
地
の
九

同
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令
和
五
年
十
月
十
日



岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

後

藤

医

院

大
垣
市
錦
町
四
一

令
和

五
・

七
・
一
二

ス
ギ
薬
局

可
児
今
渡
店

可
児
市
今
渡
一
六
一
九
番
地
三
三
二
号

令
和

五
・

七
・
三
一

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
可
児
中

恵
土
店

可
児
市
中
恵
土
二
三
八
五
番
地
一

同

医
療
法
人
い
ど
眼
科

美
濃
加
茂
市
西
町
七
の
二
九
六

令
和

五
・

八
・

九

看

寿

堂

薬

局

美
濃
加
茂
市
西
町
七
の
二
九
七
の
一

同

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

休

止

年

月

日

大
橋
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
五
の
一
七
一

令
和

五
・

八
・

一

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

林
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ

ニ
ッ
ク

旧

林
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
内
原
一
の
一
六
七

令
和

二
・

四
・

一

岐
阜
県
告
示
第
四
百
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
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に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

株
式
会
社
高
田
サ
ン
キ
ュ

ー
薬
局

高
山
市
花
里
町
五
の
一
四

令
和

五
・

八
・
一
一

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人

ラ
イ
フ
テ

ラ
ス

美
濃
加
茂
市
加
茂
野

町
加
茂
野
字
南
野
八

一
六
番
地
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

き
ず
な

美
濃
加
茂
市
加
茂
野

町
加
茂
野
字
南
野
八

二
〇
番
地
七

令
和�･�･�

株
式
会
社
Ｆ
ｉ
ｖ

ｅ

Ｂ
ｏ
ｘ
ｅ
ｓ

加
茂
郡
八
百
津
町
野

上
八
九
九
番
地
二

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ

リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

か
ら
ふ
る

ひ

ろ
み

可
児
市
広
見
伊
之
木

一
三
四
九
番
地
一

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
四
百
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
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年
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日

ワ
ラ
イ
ア
エ
ル
株
式
会
社

恵
那
市
武
並
町
竹
折
一
〇

八
七
―
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ウ
ェ

ル
ビ
ー
イ
ン
グ
え
が
お

恵
那
市
武
並
町
竹
折
一
〇

八
七
―
一

令
和

五
・

九
・

一



第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
十
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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変

更

年

月

日

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
株
式
会

社

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
本
通

十
丁
目
八
番
地
―
一

訪
問
入
浴

介
護

ア
サ
ヒ
サ
ン
ク
リ
ー
ン
在
宅

介
護
セ
ン
タ
ー
大
垣

旧

大
垣
市
東
前
二
丁
目

三
五

東
前
貸
事
務

所

新

大
垣
市
南
若
森
町
五

七
四
番
地
一

南
若

森
事
務
所
一
Ｆ

令
和

五
・

七
・

一

同

同

介
護
予
防

訪
問
入
浴

介
護

同

同同

同

令
和
五
年
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日
発
行
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阜
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南
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目
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番
一
号

発
行
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県

発
行
所
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阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


